
 1 / 2 

精神科救急医療に係る事業取扱要領 細則 新旧対照表 
新 旧 

 

精神科救急医療に係る事業取扱要領の（１）人口按分負担割合、

（２）診察等事業及び（５）輪番病院確保事業ア受入体制確保費の支

払いに関して以下のとおり細則を定める。 

１～２          略 

 

３ 輪番病院確保事業の受入体制確保費 

             削除 

（１）           略 

（２）           略 

（３）           略 

（４）           略 

（５）           略 

 

            削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 

 

 

 

精神科救急医療に係る事業取扱要領の（１）人口按分負担割合、

（２）診察等事業及び（４）輪番病院確保事業の支払いに関して以下

のとおり細則を定める。 

１～２          略 

 

３ 輪番病院確保事業 

（１）受入体制確保費 

  ア          略 

  イ          略 

  ウ          略 

  エ          略 

  オ          略 

 

（２）受入協力料 

ア 受入要請に基づいて初期救急、二次救急及び警察官通報等

の患者の受入れを行った場合には、受入協力料として支払

う。これについては、診察を開始すれば、その結果を問わず

支払う。 

輪番の時間帯以外に受入れを行った場合には上記に準じて支

払う。 

  イ 輪番病院に属さない神奈川県内の医療機関が救急患者の受入

要請に応じた場合、受入協力料を支払うことができるが、その

判断については各自治体が行うこととする。 

（３）再診察体制確保加算 

再診察設定日に再診察体制を確保した輪番病院の受入体

制確保費に加算するものとする。 
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新 旧 

 

 

附  則 

  この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

附則                      略 

 


